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令和6年度 認定数 及び 医療費支払い状況 (令和7年3月31日現在）

合 計償 還 払現 物 給 付
261,012,4912,088,401251,985,656

認定数

認定数薬剤名
10ＩＦＮ

12レジパスビル・ソホスブビルインターフェロンフリー
288グレカプレビル・ピブレンタスビル
16ソホスブビル・ベルパタスビル＋リバビリン併用
60ソホスブビル・ベルパタスビル
376フリー計
249核酸アナログ新規

4,785核酸アナログ更新

5,420合計

医療費支払い状況
（単位︓円）

（単位︓人）

※掲載していない薬剤名については、認定数が0となっています。
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認定・支払状況の推移
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インターフェロンフリー治療（再治療）の認定基準について

厚生労働省より制度改正について通知があり、県も同内容の改正を行いますのでご報告いたします。

【変更前】
Ｃ型慢性肝炎又はChild-Pugh 分類ＡのＣ型代償性肝硬変に対して、肝疾患診療連携拠点病院に常勤する

日本肝臓学会肝臓専門医によって他のインターフェロンフリー治療薬を用いた再治療を行うことが適切であ
ると判断される場合に限り、改めて助成の対象とすることができる。

【変更後】
Ｃ型慢性肝炎又はChild-Pugh 分類ＡのＣ型代償性肝硬変に対して、肝疾患診療連携拠点病院に常勤する

日本肝臓学会肝臓専門医によってインターフェロンフリー治療薬を用いた再治療を行うことが適切であると
判断される場合に限り、改めて助成の対象とすることができる。なお、再治療に前治療と同一の治療薬を用
いる場合は、グレカプレビル・ピブレンタスビルの前治療８週、再治療12 週とする療法に限る。

従前どおり、再治療の場合は、肝疾患診療連携拠点病院作成の診断書または意見書が必要となります。
改正前の診断書様式であっても、上記認定基準を適用します。
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インターフェロンフリー治療（再治療）の認定基準について
【抜粋】厚生労働省通知（令和７年12 月10 付け健生肝発1210第１号）
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インターフェロンフリー治療（再治療）の認定基準について


